
若者を戦地へ送らない
「廃案するしかない」

憲
法
９
条
を
破
壊
す
る

「
戦
争
法
案
」

　
３
つ
の
大
問
題

　
●
戦
地
派
兵

　
●
治
安
維
持
活
動

　
●
集
団
的
自
衛
権
　米国の起こす戦争に自衛隊がいつでも、 どこでも参戦 ・支

援するための戦争法案が、 26 日の衆院本会議で審議入りしま

した。 「法案」 は過去 23 年分の海外派兵法制 10 本を大転換

する一括改定法と、 派兵恒久法の２本です。 自民 ・公明政権

が今国会で世論に反し押し通そうとしている 「法案」 は、 日

本を 『海外で戦争する国』 につくりかえるのが正体」 です。

憲法を幾重にも蹂躙 （じゅうりん） する戦後最悪の 「戦争法案」

です。

　日本共産党は、 平和を願うすべてのみなさんと共同して、

成立阻止に全力をあげます。

第
１
の
問
題
「
戦
闘
地
域
」
で
活
動

　

戦
争
中
の
輸
送
・
補
給
な
ど
の
「
後
方
支
援
」
を
随
時

可
能
に
す
る
恒
久
法
と
周
辺
事
態
法
改
定
は
、

▽
こ
れ
ま
で
の
派
兵
特
措
法
で
禁
止
さ
れ
て
き
た
「
戦
闘

　
地
域
」
で
活
動
で
き
る
こ
と
に
な
る
、

▽
自
衛
隊
が
攻
撃
さ
れ
る

▽
攻
撃
さ
れ
た
自
衛
隊
が
武
器
を
使
用
す
る
▽
応
戦
に
よ

　
り
戦
闘
に
な
る

　

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

第
２
の
問
題

Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
改
定
問
題

　

Ｐ
Ｋ
Ｏ（
国
連
平
和
維
持
活
動
）
法
改
定
は
、

▽
国
連
が
統
括
し
な
い
活
動
へ
の
参
加

▽
治
安
維
持
任
務
の
新
設

▽
武
器
使
用
権
限
の
拡
大―

に
よ
り
、

　

活
動
が
格
段
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
３
の
問
題

　

集
団
的
自
衛
権
行
使
で
は
、

国
際
法
違
反
の
侵
略
行
為
で
あ
る
先
制
攻
撃
を
米
国
が

行
な
っ
た
場
合
、
安
倍
首
相
は
「
政
府
が
全
て
の
情
報

を
総
合
し
、
客
観
的
・
合
理
的
に
判
断
す
る
」
と
集
団

的
自
衛
権
行
使
の
発
動
を
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
安
倍
晋
三
首
相
は
５
月
26
日
の
衆
院
本
会
議
で
、「
日

本
は
米
国
の
武
力
行
使
に
国
際
法
上
違
法
な
行
為
と
し
て
反
対

し
た
こ
と
は
な
い
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

集
団
的
自
衛
権
行
使

　政府が言っている「後方支援」
とする活動は、国際的には「兵た
ん」と呼ばれ、戦争行為に不可欠
な一部です。「政府のいう『武力
行使と一体でない後方支援』など、
世界では通用しません。

　2001 ～ 14 年にアフガニスタン
に展開した国際治安支援部隊（Ｉ
ＳＡＦ）のような活動への参加が
可能になります。ＩＳＡＦは 13
年間で約 3500 人の戦死者を出し
ました。「ここでも自衛隊が『殺し、
殺される』戦闘に参加することに
ります。

　日本が国連加盟以来、一度も米国
の武力行使が国際法に違反すると反
対したことありません。こんな異常
な米国追随は、主要国で日本だけで
す。米国が無法な戦争に乗り出して
も、言われるままに集団的自衛権を
発動するのは明らかです。

「戦争法案」 に反対する署名にご協力下さい。
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日本共産党の見解を紹介します。


